
1　サービス別実地指導結果（介護予防サービス含む）
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※　文書指摘数　は　直ちに改善を求める事項として通知したものを計上

2　文書指摘事項一覧（介護サービス施設のみ）
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１　人員、設備及び運営に関する事項

職員配置 0
労働契約等 0
設備に関すること 0
サービス計画の作成 0
サービス提供の記録・同行の記録 0
サービス担当者会議の記録、出席 0
運営規程が実態と異なる 0
運営規程 0
運営規程の掲示 2 1 3
重要事項説明書の整備
変更に係る利用者への説明 0
契約書の整備 0
預かり金 0
危機管理、身体拘束、感染症対策、
事故防止の規程 0
非常災害対策 3 1 1 5
記録の整備 0
その他 0

計 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 8
2　介護報酬に関する事項

基本額 0
利用者負担分 0
長期減算 0
各種加算 1 1 2

計 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 2 0 10
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３　主な指導内容（文書指摘）

（１）人員、設備及び運営に関する事項

○　水害・地震等、地域の実情に応じた非常災害対策計画が作成すること。また、必要な訓練

　の実施を行うこと。

〇　非常災害計画に、避難方法の項目を掲載すること。

○　運営規程の従業者数に変更が生じているので整理すること。

〇　事故の発生又はその再発を防止するため、事故の発生防止のための指針を整備すること。

〇　感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。

〇　入所者の入浴が、１週間に２回以上、適切な方法により実施されるよう、体制整備等の検討

　を図ること。

〇　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

　と。

（２）介護報酬に関する事項

〇　個別機能訓練加算において、３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、居室での生活

　状況を確認すべきところ、行われていない事例があったことから改善すること。

〇　個別機能訓練加算において、常勤専従の機能訓練指導員の配置要件が満たしていなかった

　にも拘わらず、当該加算を算定していたことから、過去１年間について自主点検し、その結果

　を報告すること。（※）

（※）当該指摘を受けたところにおいては、自主点検の結果、返還事例が発生したこと。

〇　サービス提供体制強化加算を算定する場合、職員の割合の算出に当たっては常勤換算方法に

　より算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いて確認するものとしていることから、今後

　改善すること。

（３）口頭指導で多かった事項

○　研修等に関すること

　　・平成29年以降、身体拘束に関する外部研修等に参加していない。施設内での研修も実施していない。・　訪問介護員の資質向上のため、計画的に研修を実施すること。
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